
サービス提供責任者の資格要件（指定解釈通知より抜粋） 
 
② 資格要件 
サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤の従業者から選任すること。 
ア介護福祉士 
イ介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 22条の 23第１項に規定する介護
職員基礎研修を修了した者 

ウ居宅介護従業者養成研修（（１）の①で別に通知するところによる居宅介護の提供に当た

る従業者に係る養成研修をいう。以下同じ。）の１級課程（「障害者（児）ホームヘルパ

ー養成研修事業の実施について」（平成 13年６月 20日障発第 263号当職通知。以下「旧
通知」という。）の１級課程を含む。以下同じ。）を修了した者 

エウの居宅介護従業者養成研修の２級課程（旧通知の２級課程を含む。以下同じ。）を修了

した者であって３年以上介護等の業務に従事した者 
なお、介護保険法上の指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所に置くべき

サービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、アからエまでと同様に取り

扱って差し支えないものとする。 
③ 留意点 
②のエに掲げる「２級課程を修了した者であって３年以上介護等の業務に従事した者」と

は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号）第 40条第２項第１号に規定す
る「３年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについては、「指

定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の

範囲等について」（昭和 63年２月 12日社庶第 29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通
知）の別添２「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」（以下「業

務の範囲通知」という。）を参考とされたい。この場合、３年間の実務経験の要件が達成さ

れた時点と２級課程の研修修了時点との時間的な前後関係は問わないものであること。 
また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原

則として含まれないものであるが、特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）に基づ
き設立された特定非営利活動法人が法第 36条第１項の規定に基づき居宅介護に係る指定を
受けている又は受けることが確実に見込まれる場合であって、当該特定非営利活動法人が

指定を受けて行うことを予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性

が認められるものについては、例外的に、当該特定非営利活動法人及び当該特定非営利活

動法人格を付与される前の当該団体が行う事業に従事した経験を有する者の従事期間を、

当該者の３年の実務経験に算入して差し支えないものとする。 
なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格としての実務経験に当該従事期

間を算入することはできないものであること。 
④ 暫定的な取扱いに係る留意点 
２級課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事したものをサービス

提供責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、指定居宅介護事業者は、できる

限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に介護職員基礎研修若しくは１級課程の

研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないものであ

ること。 


